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指定計画相談支援、指定障害児相談支援における「専従」「兼務」「常勤」「非常勤」について 

（市川市内に事業所を置く指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者の皆様へ） 

（令和 6年 5月 市川市障がい者支援課作成） 

（※ 赤色部分が令和 5年 12月版から変更した箇所です） 

 

 

１ この資料で用いる略語                                    

<報酬関係（計画相談支援）> 

略語 名称 
報酬告示 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計

画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成 24年厚生労働省告示第
125号） 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83ab2683&dataType=0&p
ageNo=1 

別告示 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計
画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及
び厚生労働大臣が定める基準（平成 27年厚生労働省告示第 180号） 
https://www.mhlw.go.jp/content/001239565.pdf（424ページから 436ペ
ージまでを参照） 

留意事項
通知 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障
害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関
する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18 年障発 1031001
号各都道府県知事宛厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 
https://www.mhlw.go.jp/content/001260436.pdf（指定計画相談支援に関
しては 397ページ以降を参照） 

 

<報酬関係（障害児相談支援）> 

略語 名称 
児報酬告
示 

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
（平成 24年厚生労働省告示第 126号） 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2684&dataType=0&p
ageNo=1 

児別告示 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
に基づきこども家庭庁長官が定める基準（平成 27年厚生労働省告示第 181号） 
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_reso
urces/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/b5b063d3/20240412_
policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_60.pdf（199ページから 207
ページまでを参照） 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83ab2683&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83ab2683&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/content/001239565.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001260436.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2684&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2684&dataType=0&pageNo=1
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/b5b063d3/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_60.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/b5b063d3/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_60.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/b5b063d3/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_60.pdf
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児留意事
項通知 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算
定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 24 年障発
0330第 16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_reso
urces/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/56eba0d6/20240412_
policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_79.pdf（指定障害児相談支援
に関しては 213ページ以降を参照） 

 

<事業運営関係（計画相談支援）> 

略語 名称 
基準省令 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計

画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24年 3月 13日厚生労働
省令第 28号） 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83ab2665&dataType=0&p
ageNo=1 

基準通知 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計
画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について（平成 24年 3月 30日
障発 0330第 22号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 
https://www.mhlw.go.jp/content/001238910.pdf 

 

<事業運営関係（障害児相談支援）> 

略語 名称 
児基準省
令 

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平
成 24年 3月 13日厚生労働省令第 29号） 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2666&dataType=0&p
ageNo=1 

児基準通
知 

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準に
ついて（平成 24年 3月 30日障発 0330第 23号厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部長通知） 
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_reso
urces/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/65ddd37c/20240412_
policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_55.pdf 

 

  

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/56eba0d6/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_79.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/56eba0d6/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_79.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/56eba0d6/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_79.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83ab2665&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83ab2665&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/content/001238910.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2666&dataType=0&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2666&dataType=0&pageNo=1
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/65ddd37c/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_55.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/65ddd37c/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_55.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/65ddd37c/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_55.pdf
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２ 指定計画相談支援、指定障害児相談支援における「専従」、「兼務」について           

指定計画（障害児）相談支援において、「専従」とは、「当該事業所において専らその職務に従

事すること」をいい、「兼務」とは、それ以外のことをいいます。 

 

兼務は、相談支援専門員については指定計画（障害児）相談支援の業務に支障がない場合に、

管理者については指定特定（障害児）相談支援事業所の管理上支障がない場合に可能とされてい

るものですので、支障がないかどうかをよくご確認の上、「従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧

表」の作成をお願いします。 

（従たる事業所を設置する場合には特例があります。後述参照。） 

（相談支援員の兼務については、後述２-２を参照。） 

 

なお、相談支援専門員及び管理者について、業務に支障がない場合の例としては、基準通知（児

基準通知）に次の記載があります。 

第二 指定計画（障害児）相談支援に関する基準 
１ 人員に関する基準 

(1) 従業者（基準第 3条） 
① 相談支援専門員（同条第 1項） 
ア 配置基準 

指定特定（障害児）相談支援事業者は、事業所ごとに必ず 1 人以上の相談支援
専門員を置くことを定めたものである。 
指定特定（障害児）相談支援事業所に置くべき相談支援専門員は、原則として、

サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事させてはならない。
この場合のサービス提供時間帯とは、相談支援専門員の当該事業所における勤務
時間をいうものであり、当該相談支援専門員の常勤・非常勤の別を問わない。 

イ 兼務 
指定計画（障害児）相談支援の業務に支障がない場合においては、相談支援専

門員を当該指定特定（障害児）相談支援事業所の他の業務又は他の事業所・施設
等の業務に従事させることができる。 
これは、例えば、指定計画（障害児）相談支援のサービス提供時間帯において、

指定計画（障害児）相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定特定（障害児）
相談支援事業所の管理者や、併設する事業所の業務等に従事することができるこ
とをいう＊1。なお、指定障害児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所、指定
自立生活援助事業所、基幹相談支援センター又は障害者相談支援事業等の業務（指
定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所、基幹相談支援センター又は障
害者相談支援事業等の業務）＊2と兼務する場合（ただし、基幹相談支援センター
又は障害者相談支援事業等の業務と兼務する場合については、当該業務を委託す
る市町村等が認める場合に限る。）については、業務に支障がない場合として認め
るものとする。（以下略） 

(2) 管理者（基準第 4条） 
指定特定（障害児）相談支援事業所の管理者は、原則として専ら当該事業所の管理

業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に
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支障がないとき＊3は、当該指定特定（障害児）相談支援事業所の他の業務や、併設す
る事業所の業務等を兼ねることができるものとする。 
ア 当該指定特定（障害児）相談支援事業所の従業者としての職務に従事する場合 
イ 当該指定特定（障害児）相談支援事業所以外の他の事業所の管理者又は従業者と
しての職務に従事する場合であって、当該他の事業所の管理者又は従業者としての
職務に従事する時間帯も、当該指定特定（障害児）相談支援事業所の利用者へのサ
ービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的
な管理・指揮命令を支障なく行うことができ、また、事故発生時等の緊急時の対応
について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤
できる場合 
また、当該指定特定（障害児）相談支援事業所に併設され、一体的に管理運営する事

業所における管理者＊4又は指定障害児相談支援事業所、指定自立生活援助事業所若し
くは指定一般相談支援事業所の業務（指定特定相談支援事業所若しくは指定一般相談
支援事業所の業務）と兼務する場合については、管理業務に支障がない場合として認
めるものとする。 
なお、管理者は、指定計画（障害児）相談支援の従業者である必要はないものであ

る。 
＊1 →令和 6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.1問 23も参照（相談支

援専門員、相談支援員の、介護支援専門員との兼務について）。 
＊2 →相談支援に関する Q&A（令和 6年 4月 5日）問 22も参照（「基幹相談支援センター又

は障害者相談支援事業等」の「等」について）。 
＊3 →令和 6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.1問 13も参照（管理者

の責務・兼務範囲について）。 
＊4 →相談支援に関する Q&A（令和 6年 4月 5日）問 24も参照（併設される事業所以外の事

業所の管理者との兼務について）。 
 

また、継続サービス利用支援（継続障害児支援利用援助）に関しては、基準通知（児基準通知）

に次の記載があります。 

第二 指定計画（障害児）相談支援に関する基準 
１ 人員に関する基準 

(1) 従業者（基準第 3条） 
① 相談支援専門員（同条第 1項） 
（略） 
ウ 兼務に係る留意点 

計画相談支援（障害児相談支援）の実施に当たっては、中立公正性を担保する
ことが重要である。相談支援専門員が担当する利用者（障害児等）が利用する指
定障害福祉サービス事業所（指定自立生活援助事業所を除く。）、指定障害者支援
施設等又は基準該当障害福祉サービス事業所（以下「指定障害福祉サービス事業
所等」という。）（指定障害児通所支援事業所、基準該当障害児通所支援事業所、指
定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設又は基準該当障害福祉サービス
事業所（以下「指定障害児通所支援事業所等」という。））の業務と兼務する場合に
ついては、指定障害福祉サービス事業所等（指定障害児通所支援事業所等）との
中立性の確保や、指定障害福祉サービス事業所等（指定障害児通所支援事業所等）
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と異なる視点での検討が欠如しかねないことから、次に掲げる場合を除き、当該
利用者（当該障害児等）が利用する指定障害福祉サービス事業所等（指定障害児
通所支援事業所等）の業務と兼務しない相談支援専門員が継続サービス利用支援
（継続障害児支援利用援助）を実施することを基本とする。（支給決定（通所給付
決定）の更新又は支給決定（通所給付決定）の変更に係るサービス利用支援（障害
児支援利用援助）について同じ。） 
ａ 身近な地域に指定特定（障害児）相談支援事業者がない場合 
ｂ 支給決定（通所給付決定）又は支給決定（通所給付決定）の変更によりサービ
ス内容に著しく変動があった者のうち、当該支給決定等（当該通所給付決定等）
から概ね 3 か月以内の場合（サービス利用支援（障害児支援利用援助）とその
直後の継続サービス利用支援（継続障害児支援利用援助）は一体的な業務であ
ること、また、指定特定（障害児）相談支援事業者の変更に当たっては利用者
（障害児の保護者）が別の事業者と契約を締結し直すことが必要となるため、
一定期間を猶予する。） 

ｃ その他市町村がやむを得ないと認める場合 
 
 

<根拠>（相談支援専門員について） 

○基準省令第 3条第 1項（児基準省令第 3条第 1項） 

指定特定（障害児）相談支援事業者は、当該指定に係る特定（障害児）相談支援事業所ご
とに専らその職務に従事する相談支援専門員を置かなければならない。ただし、指定計画
（障害児）相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定特定（障害児）相談支援事業所
の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものと
する。 

 

<根拠>（管理者について） 

○基準省令第 4条第 1項（児基準省令第 4条第 1項） 

指定特定（障害児）相談支援事業者は、指定特定（障害児）相談支援事業所ごとに専らそ
の職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定（障害児）相談支援
事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定（障害児）相談支援事業所の他の職務に
従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

 

 

<参考>（令和 6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.1） 
（管理者の責務・兼務範囲） 
問 13 管理者に求められる具体的な役割は何か。また、管理者の兼務範囲の見直しについ
て、兼務可能な職種や事業所数等に制限はあるか。 

(答) 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 18年 12月 6日付け障発第
1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）等の解釈通知においては、管理
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者の責務を、障害者総合支援法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、
現場で発生する事象を最前線で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、
職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うこととしている。 
管理者の兼務について、（中略）上記の管理者の責務を踏まえ、兼務先の事業所又は施設等

において職務に従事する時間帯も、指定障害福祉サービス事業所等の利用者へのサービス提
供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令
を支障なく行うことができ、また、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応
の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにすることが必要である。 

 
 
<参考>（相談支援に関する Q&A（令和 6年 4月 5日）） 

問 22 指定基準及び報酬算定上、相談支援専門員及び相談支援員については、「基幹相談支
援センターまたは障害者相談支援事業等」の業務と兼務することを認めるものとしている
が、「等」とは具体的にどのような内容が含まれるか。 

(答) 
○地域生活支援事業における相談支援に関する事業を想定している。具体的には以下のとお
り。なお、いずれも当該業務を委託する自治体が認める場合に限ることに留意されたい。 
・都道府県相談支援体制整備事業 
・地域生活支援拠点等における拠点コーディネーターの業務 
・医療的ケア児支援センター 
・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業 
・発達障害者支援センター 
・障害者就業・生活支援センター 
・障害児等療育支援事業 

 
問 23 相談支援専門員、相談支援員について、居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業
所の介護支援専門員（ケアマネジャー）との兼務は可能か。 

(答) 
○計画相談支援、障害児相談支援に係る指定基準上の取扱いとしては、介護支援専門員との
兼務は可能である。 
また、計画相談支援、障害児相談支援の機能強化型基本報酬の算定にあたっても、相談

支援専門員が居宅介護支援事業の主任介護支援専門員（、介護予防支援事業の介護支援専
門員）と兼務する場合に限り、原則として可能とする。 
もっとも、機能強化型基本報酬の趣旨である、支援の質の高い相談支援の実施の観点を

踏まえ、専ら障害者への相談支援に従事する者が配置されていない等、障害者への十分な
支援が期待できないと考えられる場合は算定を認めないこととされたい。 

 
問 24 管理者について、指定特定（障害児）相談支援事業所に併設され、一体的に管理運営
する事業所における管理者の業務との兼務は可能とされているが、併設される事業所以外
の事業所における管理者の業務との兼務は可能か。 
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(答) 
○基本的には併設される事業所以外の事業所における管理者の業務は兼務すべきでないが、
管理業務に支障がないと市町村が認める場合は差し支えない。 
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２-２ 相談支援員の兼務について                              

令和 6年 4月 1日より、一定の要件（※）のもと、指定特定相談支援事業所（指定障害児相談

支援事業所）に従業者として新たに「相談支援員」を置くことができるようになりました。 

 

（※ 事業所が機能強化型サービス利用支援費（機能強化型障害児支援利用援助費）の算定要件
を満たしており、事業所に配置される主任相談支援専門員により相談支援員に対して指導及び
助言が行われる体制が確保されていること、かつ、当該相談支援員が社会福祉士又は精神保健
福祉士の資格を有していること。詳細は省令、告示、通知等を参照。） 
 

相談支援員については、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に

従事させてはならないことになっていますが、一体的に管理運営される指定障害児相談支援事業

所、指定一般相談支援事業所、指定自立生活援助事業所（指定特定相談支援事業所、指定一般相

談支援事業所）その他これに類する業務に従事させることはできるものとされています。なお、

「その他これに類する業務」とは、基幹相談支援センター及び障害者相談支援事業等の業務＊1と

されており、これらと兼務する場合については、当該業務を委託する市町村等が認める場合に限

る、とされています。また、介護支援専門員との兼務も可能とされています＊2。 

（＊1 →相談支援に関する Q&A（令和 6年 4月 5日）問 22参照。） 

（＊2 →相談支援に関する Q&A（令和 6年 4月 5日）問 23参照。） 

 

 

<根拠> 

○基準省令第 3条第 4項（児基準省令第 3条第 4項） 

指定特定（障害児）相談支援事業者は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、指
定特定（障害児）相談支援事業所に相談支援員（専ら当該指定特定（障害児）相談支援事業
所の職務に従事する者であって社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものをい
う。以下同じ。）を置くことができる。この場合において、当該指定特定（障害児）相談支
援事業者は、当該相談支援員を、指定障害児相談支援若しくは指定地域相談支援の事業を
行う事業所又は指定自立生活援助の事業を行う事業所の職務その他これに類する職務（指
定計画相談支援又は指定地域相談支援の事業を行う事業所の職務その他これに類する職
務）に従事させることができるものとする。 
一 当該指定特定（障害児）相談支援事業所が「障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する額の算定に関する基準に
基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示
第 180 号）」（「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する額の算定に関する基
準に基づきこども家庭庁長官が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 181 号）」）
第一号イからニまでに掲げる基準のいずれかに適合すること。 

二 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画
相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労
働大臣が定める者（平成 30 年厚生労働省告示第 115 号）」（児童福祉法に基づく指定
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障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定
める者(平成 30年厚生労働省告示第 116号)）に該当する者（当該指定に係る特定（障
害児）相談支援事業所の相談支援専門員として職務に従事する者に限る。）により相談
支援員に対して指導及び助言が行われる体制が確保されていること。 

 

○基準通知（児基準通知）第二の１の(1)の③のウ 

相談支援員については、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の
職務に従事させてはならない。ただし、一体的に管理運営される指定障害児相談支援事業
所、指定一般相談支援事業所、指定自立生活援助事業所その他これに類する業務（一体的
に管理運営される指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所その他これに類する
業務）に従事させることはできるものとしており、その他これに類する業務とは、基幹相
談支援センター及び障害者相談支援事業等の業務とする。もっとも、基幹相談支援センタ
ー又は障害者相談支援事業等の業務と兼務する場合については、当該業務を委託する市町
村等が認める場合に限る。 
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３ 例（専従・兼務の別）                                      
 

(例 1) ある職員が、ある指定特定相談支援事業所だけに所属し、当該事業所において相談支援
専門員の職務にのみ従事している場合 

「当該事業所において専らその職務に従事」している状態のため、この職員は「専従」となり

ます。 

 

 

(例 2) ある職員が、ある指定特定相談支援事業所に相談支援専門員として所属しているが、障
害福祉サービス事業所の従業者の職務や、地域活動支援センターの職務を兼ねている場合 

この職員は「兼務」となります。相談支援専門員の他の職務への兼務は、指定計画相談支援の

業務に支障がない場合に認められるものですので、支障がないかどうかよくご確認ください。 

 

 

(例 3) ある職員が、ある指定特定相談支援事業所だけに所属し、当該事業所において相談支援
専門員の職務と管理者の職務の両方に従事している場合 

この職員は「兼務」となります（相談支援専門員と管理者の兼務）。相談支援専門員については

指定計画相談支援の業務に支障がない場合に、管理者については事業所の管理上支障がない場合

に、それぞれ他の職務への兼務が認められますので、支障がないかどうかよくご確認ください。 

 

 

(例 4) 同一事務室に指定特定相談支援事業所と指定障害児相談支援事業所が設置されており、
ある職員が、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員の職務と当該指定障害児相談
支援事業所の相談支援専門員の職務の両方に従事している場合 

この職員は「兼務」となります（相談支援専門員の職務にしか従事していないが 2つの事業所

を兼務している）。 

なお、この兼務は、業務に支障がないものとして、基準通知（児基準通知）で認められていま

す（基準通知（児基準通知）第二の１の(1)の①のイ）。 

 

 

(例 5) 同一事務室に指定特定相談支援事業所と指定障害児相談支援事業所が設置されており、
ある職員が、当該指定特定相談支援事業所の管理者の職務と当該指定障害児相談支援事業
所の管理者の職務の両方に従事している場合 

この職員は「兼務」となります（管理者の職務にしか従事していないが 2つの事業所を兼務し

ている）。 

なお、この兼務は、業務に支障がないものとして、基準通知（児基準通知）で認められていま

す（基準通知（児基準通知）第二の１の(2)）。  
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４ 従たる事業所を設置する場合における特例                           

従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者のうちそれ

ぞれ一人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する相談支援専門員でな

ければなりません。 

従たる事業所を設置する場合については、当該「それぞれ一人」の相談支援専門員に兼務を可

とする規定がありません（当該「それぞれ一人」の相談支援専門員は専従でなければなりません）

ので、ご注意ください。 

なお、従たる事業所を設置する場合の管理者については、特段の規定がありませんので、兼務

が可能です。 

 

 

<根拠> 

○基準省令（児基準省令） 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 
第４条の２ 指定特定（障害児）相談支援事業者は、指定特定（障害児）相談支援事業所に
おける主たる事業所（次項において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行
う事業所（次項において「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者の
うちそれぞれ一人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する相
談支援専門員でなければならない。 

 

○基準通知（児基準通知） 

第二 指定計画（障害児）相談支援に関する基準 
１ 人員に関する基準 

(3) 従たる事業所を設置する場合における特例（基準第 4条の 2） 
指定特定相談支援事業所の指定は、原則として指定計画（障害児）相談支援の提

供を行う事業所ごとに行うものとするが、次の①及び②の要件を満たす場合につい
ては、「主たる事業所」のほか、一体的かつ独立したサービス提供の場として、一又
は複数の「従たる事業所」を設置することが可能であり、これらを一の事業所とし
て指定することができる取扱いとする。 
① 人員及び設備に関する要件 
ア 「従たる事業所」において専従の従業者が一人以上確保されていること。 
イ 「主たる事業所」と「従たる事業所」との間の距離がおおむね 30分以内で移
動可能な距離であって、相談支援専門員の業務の遂行上支障がないこと。 

ウ 利用者の支援に支障がない場合には、基準に定める設備の全部又は一部を設
けないこととしても差し支えないこと。 

② 運営に関する要件 
ア 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。 
イ 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合に
は随時、主たる事業所と従たる事業所との間で相互支援が行える体制（例えば、
当該従たる事業所の従業者が急病の場合等に、主たる事業所から急遽代替要員
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を派遣できるような体制）にあること。 
ウ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。 
エ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規
程が定められていること。 

オ 人事・給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われると
ともに、主たる事業所と当該従たる事業所間の会計が一元的に管理されている
こと。 
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５ 指定計画相談支援、指定障害児相談支援における「常勤」、「非常勤」について          

「常勤」とは、事業所における勤務時間が、「当該事業所において定められている常勤の従業者

が勤務すべき時間数」に達していることをいいます。 

なお、当該事業所に併設される事業所（同一敷地内に所在する又は道路を隔てて隣接する事業

所をいう。ただし、管理者について、管理上支障がない場合は、その他の事業所を含む。）の職務

であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものにつ

いては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達していれば、常勤

の要件を満たすものとされています。 

ただし、「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」が週 32時間

を下回る場合は、「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」は「週

32時間」と考えます（例外あり）。 

常勤でない者は「非常勤」となります。 

 

※ 基準省令（児基準省令）や基準通知（児基準通知）には、従業者や管理者の専従要件は規定さ
れていますが、常勤要件は規定されていません。従業者や管理者の常勤要件は、報酬告示（児
報酬告示）や別告示（児別告示）に規定されています。 

 

 

<例>報酬告示 

別表 
４ 主任相談支援専門員配置加算 
注１ 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を１名以上配置し、か
つ、そのうち１名以上が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者（以下「主
任相談支援専門員」という。）であるものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事
業所において、当該主任相談支援専門員が、当該指定特定相談支援事業所等の従業者に
対し、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に従い、その資質の向上の
ための研修を実施した場合に、次に掲げる区分に応じ、１月につき所定単位数を加算す
る。（以下略） 

 

<例>別告示 

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談
支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成 24 年厚生労働省告示第 125 号。以下
「算定告示」という。）別表の 1の注 1の(1)及び注 2の(1)のこども家庭庁長官及び厚生
労働大臣が定める基準 
イ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)及び機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 
(2) (1)に規定する指定特定相談支援事業所以外の指定特定相談支援事業所にあっては、
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
(二) 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を 4名以上配置し、
かつ、そのうち 1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。 
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<根拠> 

○厚生労働省の「相談支援に関する Q&A（令和 6年 4月 5日）」 

問 70 機能強化型（継続）サービス利用支援費及び各種加算の算定要件にある「常勤」の
考え方如何。 

(答)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福
祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成 18 年 12 月 6
日障発 1206001）第二の 2の(3)の規定に準じた取扱いとする。 

 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ

スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 18年 12月 6日障発 1206001

号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

第二 総論 
２ 用語の定義（基準第 2条） 

(3) 「常勤」 
指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間が、当該指定障害福祉サービス

事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務
すべき時間数が 32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。）に達していること
をいうものである。ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所
定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障が
ない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時
間数を 30時間として取り扱うことを可能とする。 
当該指定障害福祉サービス事業所等に併設される事業所（同一敷地内に所在する

又は道路を隔てて隣接する事業所をいう。ただし、管理者について、管理上支障が
ない場合は、その他の事業所を含む。）の職務であって、当該指定障害福祉サービス
事業所等の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものにつ
いては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達して
いれば、常勤の要件を満たすものであることとする。 
例えば、一の指定障害福祉サービス事業者によって行われる指定生活介護事業所

と指定就労継続支援Ｂ型事業所が併設されている場合、当該指定生活介護事業所の
管理者と当該指定就労継続支援Ｂ型事業所の管理者とを兼務している者は、これら
の勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 
また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭

和 22年法律第 49号）第 65条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、
母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業(以下「育児
休業」という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法
第 23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第 24条第１項（第２
号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に
準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の
期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事
者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとする。 

 

※ 「専従・兼務の別」と「常勤・非常勤の別」は、別のものです。混同しがちですが、区別して

考えるようにしてください。  
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６ 例（常勤・非常勤の別）                                   
 

(例 1)「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」が週 35時間の
場合 

当該事業所における勤務時間が週 35時間の職員は「常勤」、それ未満の職員は「非常勤」とな

ります。 

 

 

(例 2)「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」が週 29時間の
場合 

法人としては、当該事業所における勤務時間が週 29 時間の職員は常勤、それ未満の職員は非

常勤と扱うかと思いますが、「当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間

数」が週 32時間を下回っているため、報酬算定上は、どちらの職員も「非常勤」と扱います。 

 

 

(例 3) ある指定特定相談支援事業所において定められている「常勤の従業者が勤務すべき時間
数」が週 35時間（一日 7時間×週 5日勤務）で、ある職員が、当該事業所において、一
日のうち 3 時間は管理者として、残り 4 時間は相談支援専門員として週 5 日勤務する場
合 

当該職員の勤務時間数が週 35時間に達しているため、当該職員は「常勤」となります。 

（ちなみに、当該職員は「兼務」となります。ただし、この兼務は、相談支援専門員については

指定計画相談支援の業務に支障がないこと、管理者については指定特定相談支援事業所の管理上

支障がないことが前提で行うことができるものです。） 

 

 

(例 4)「指定特定相談支援事業所 Aにおいて定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」
が週 35時間（一日 7時間×週 5日勤務）で、ある職員が、毎週月曜日と火曜日は Aで、
毎週水曜日から金曜日までは指定障害福祉サービス事業所 B でそれぞれ一日 7 時間、週
5日勤務する場合 

Bが Aに併設されており、かつ、Bの職務が Aの職務と同時並行的に行われることが差し支え

ないと考えられるものであるならば、A と B の勤務時間の合計が週 35 時間に達していることか

ら、当該職員は Aにおいて常勤となります。 

（ちなみに、当該職員は「兼務」となります。ただし、この兼務は、相談支援専門員については

指定計画相談支援の業務に支障がないこと、管理者については指定特定相談支援事業所の管理上

支障がないことが前提で行うことができるものです。） 
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７ 常勤換算方法について                                    

「常勤換算方法」という用語は、報酬告示や基準省令では用いられていませんが、次の省令で

用いられています。 

 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 171号） 

（定義） 
第２条 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。 
一～十五 （略） 
十六 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従
業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業
者の員数に換算する方法をいう。 

十七 （略） 
 

常勤換算方法による計算は、主に、生活介護や就労移行支援などの障害福祉サービスに係る介

護給付費や訓練等給付費の算定の上で行うことになっているものです。 

また、計画相談支援給付費（障害児相談支援給付費）のピアサポート体制加算の算定上でも、

常勤換算方法による計算は行われます。 

指定計画相談支援や指定障害児相談支援においては、指定特定相談支援事業所や指定障害児相

談支援事業所に配置されている従業者（相談支援専門員や相談支援員など）や管理者の実態を把

握するために、常勤換算方法により計算した数値を「従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表」

に記入していただいています。 

計算に当たっては、次の通知を参考にしてください。 

 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 18年 12月 6日障発 1206001厚

生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

第二 総論 
２ 用語の定義（基準第 2条） 

(1) 「常勤換算方法」 
指定障害福祉サービス事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害福祉サ

ービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき時間数（1週間に勤務すべき時間
数が 32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。）で除することにより、当該指定
障害福祉サービス事業所等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法を
いうものである。この場合の勤務延べ時間数は、当該指定障害福祉サービス事業所等
の指定等に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であること。 
ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和 47年法律第 113号）第 13条第 1項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」
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という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律（平成 3年法律第 76号。以下「育児・介護休業法」という。）第 23条第 1項、同
条第 3項若しくは同法第 24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生
労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業
者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療のための所
定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30時間以上の勤務で、
常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものと
し、1として取り扱うことを可能とする。 

(2) 「勤務延べ時間数」 
勤務表上、指定障害福祉サービス等の提供に従事する時間として明確に位置付けら

れている時間又は当該指定障害福祉サービス等の提供のための準備等を行う時間（待
機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業
者 1人につき、勤務延べ時間数に算入することができる時間数は、当該指定障害福祉
サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。 

(3) 「常勤」 
（14ページ参照） 

 

 

 


